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研究要旨 

里親委託の不安定性の要因に関して、メタアナリシスの手法にてシステマティックレビュー

を行った海外の文献に当たり、質問項目を挙げ、班会議での協議によって、フォスタリング機

関への質問項目を作成した。フォスタリング機関を対象とした調査を実施することで、養育不

調となるプロセスをより幅広い視点から明らかにし、その他の里親、ファミリーホーム、地域

小規模児童養護施設、児童相談所の調査とともに、適切なアセスメント、養育環境の選択、必

要な支援について課題を整理し、改善のあり方について示し、それぞれの視点を統合した手引

きを作成することを目的とした。 
養育不調の要因を「委託や委託解除時の状況」、「子どもの心身の特性や行動上の問題」、

「養育上の課題」、「支援の課題」の 4つに分けて検討を行い、質問項目を設定した。 

フォスタリング機関を対象とした質問項目を作成し、質問紙調査を実施した。質問紙はフェ

イスシートと A 票および B 票からなる。フェイスシートはフォスタリング機関での支援事業の

現状を把握することを目的とし項目を設けた。 
フェイスシートの結果をみると、回答した機関は全て民間フォスタリング機関であり、受託

年数は 2 年という機関が最も多かった。また、回答したフォスタリング機関のすべてにおいて、

里親家庭や委託されている子どもへの相談支援等が実施されていたが、受託事業としては、①

普及促進・リクルート事業、②里親研修・トレーニング事業、③里親委託推進等事業、④里親

訪問等支援事業の４事業が中心となっていた。さらに、今後分析を進めていくこととなるが、

多くのフォスタリング機関が少なくとも１ケース以上の養育不調ケースを経験していることが

判明した。今後、養育不調が起きた状況の分析を通して、必要な支援について課題を整理して

いくことが重要であろう。 
 

Ａ．研究目的 

こども家庭庁（2023）によると、我が国の

要保護児童数は約 42,000 人であり、そのうち

約 8 割が乳児院や児童養護施設等の施設養護

に措置されており、里親とファミリーホーム

を含めた里親等委託率は 23.5％ (7,798 人) 
に留まっている 1。  

2016 年の児童福祉法改正を受けて、2017 年

8 月に公表された「新しい社会的養育ビジョン」

では、里親委託推進に大きく舵が切られた。ま

た、児童相談所については里親制度に関する包

括的業務（フォスタリング業務）の質を高める

ため、里親支援事業や職員研修の強化が行われ

るとともに、フォスタリング業務を民間団体も
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担えるよう、新たにフォスタリング機関事業の

創設を行うとされた。このように、近年、わが

国の社会的養護において里親委託が推進され

ているが、家庭養護への委託をすすめていくう

えでの課題の１つに、養育不調（「子どもの行

動上の問題や養育者の養育上の課題の大きさ

により、養育者が子どもへの対応が困難になる

状況」）が挙げられる。 

伊藤 (2018)の里親への調査によれば、回答

者の 17％に養育不調による委託・措置解除の

経験があると認められ 2、養育不調は、里親委

託において、多くの場合、ひどくなれば委託・

措置を継続できない状態となり、大きな課題と

なっている。そのため、家庭養護の推進ととも

に養育不調に対しては、養育不調が起こる現状

を把握した上で施策化に活かし、それを現場が

重要性を理解して実行に移していく必要があ

るといえる。  
また、引土ら (2019)は、里親養育不調の危

機とその回避のプロセスについて里親にヒア

リング調査を実施しているが、支援機関や施設

等を対象とはしていない 3。そこで、本調査で

は、養育不調となったケースに関してフォスタ

リング機関を対象とした調査を実施すること

で、その他の里親、ファミリーホーム、地域小

規模児童養護施設、児童相談所の調査とともに、

適切なアセスメント、養育環境の選択、必要な

支援について課題を整理し、改善のあり方につ

いて示し、最終的にはそれぞれの視点を統合し

た手引きを作成することを目的とした。  
また、調査項目のうちフェイスシートの項目

はフォスタリング機関での支援事業の現状を

把握することを目的とし独自に構成された。 

調査の期間が 3 月末までかかっていたため、

本報告書では、調査によって得た結果のうち、

フェイスシートの結果について考察する。 
 なお、最終的には、施設・里親等の養育者や

フォスタリング機関について調査を行う他の

分担研究と併せて不調の要因となる事項やプ

ロセスをより幅広い視点から明らかにし、適切

なアセスメント、養育環境の選択、必要な支援

について課題を整理し改善のあり方について

示し、それぞれの視点を統合した手引を作成す

ることを目的としている。 
 
Ｂ．研究方法 

1．質問項目 

里親委託の不安定性の要因に関して、メタア

ナリシスの手法にてシステマティックレビュ

ーを行った Konjin et al., (2018)3 を参考に質

問項目を挙げ、班会議での協議によって、養育

不調の要因を「委託や委託解除時の状況」、「子

どもの心身の特性や行動上の問題」、「養育上の

課題」、「支援の課題」の 4つに分けて検討を行

い、フォスタリング機関への質問項目を設定し

た。 

質問紙はフェイスシートと A 票および B 票

からなる。 
フェイスシートは、フォスタリング機関に関

する基礎的な情報を収集するためのものであ

り、主な質問項目は、回答者が所属しているフ

ォスタリング機関の種別（自治体/民間）や、フ

ォスタリング業務を受託されてからの年数、回

答者の現フォスタリング機関への勤務年数お

よび職種、フォスタリング機関が受託している

業務の状況である。 
A 票はすべてのフォスタリング機関で 2020

年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの間に

里親、ファミリーホームに委託された子ども達

への全体の支援状況を尋ねる調査票である。上

記の期間に里親家庭や委託されている子ども

への支援を行った事例の中で、委託が継続して

いる子どもと、養育不調により委託が解除とな

った子どもについて回答するものである。主な
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質問項目は、性別、年齢、きょうだいの有無、

被虐待経験の有無、委託年数、委託された時の

年齢等、委託解除の理由等である。 
B 票は、フォスタリング機関が支援を行って

いるケースの中で、養育不調による委託・措置

解除を経験した子どもについて、個別具体的な

状況を理解するためのものである。2018 年度

から 2022 年度に「養育の不調（養育する上で

対応が困難になること）による里親委託解除と

なった子どもを A さんとして」回答する形式

のものである。主な質問項目は、委託時の年齢

や性別、現在の年齢、子どもの国籍、養護上の

問題が発生した理由、被虐待経験の有無と虐待

種別、虐待期間の長さ、心身へのダメージの大

きさ、医学的な診断の有無と種別、知能検査及

び発達検査の実施の有無と結果、委託・措置時

に A さんと里親が受けていた支援の状況、委

託・措置解除の理由、措置変更先、養育不調を

把握したきっかけ、養育不調を回避するために

必要だった支援等である。 
なお、里親家庭や委託されている子どもに関

する支援業務を行っていないフォスタリング

機関についてはフェイスシートのみ回答する

よう依頼した。 
 
2. 調査方法 

調査票の送付方法は、全国のフォスタリング

機関に対して、各自治体を経由してフォスタリ

ング機関へメールで送付する形式をとった。調

査票の回収方法は、Excel ファイルに記入しパ

スワードをかけ、調査者のアドレスに返信する

方法によって回答する形式をとった。 
（倫理面への配慮） 

調査回答者、研究対象となった委託されてい

る子どもの個人情報は収集せず、匿名性を厳密

に確保した。国立成育医療研究センター倫理審

査委員会の承認（2023-164）を得て実施した。 

 

Ⅽ．研究結果 

現状、調査を実施し、集計が終了した直後で

あるため、ここではフェイスシートの結果のみ、

概観していく (資料 1)。 
今回の調査では、自治体のフォスタリング機

関からの回答は得られなかったが、民間フォス

タリング機関 168 か所のうち、20 機関より回

答を得た (回収率 11.9％)。 
 以下に、20 機関の回答結果について述べる。

回答した機関は全て民間フォスタリング機関

であった。フォスタリング業務を受託している

年数(2024 年 4 月時点)は、最長で 16 年、最低

で 1 年となっていた（表 1 および図 1）。 
 表および図 1 にみるように、受託年数の内訳

としては 2 年が最も多く、次いで 5 年、4 年の

順となっている。また、受託年数 16 年という

機関が突出して長く受託していることがわか

るが、このフォスタリング機関については、

2008 年の児童福祉法改正における里親支援機

関事業の開始と、それに伴う民間里親支援機関

の創設の際からフォスタリグに携わってきた

機関であるということが推測される。 
回答者の現フォスタリング機関での勤務年

数は、最長で 12 年、最低で 1 年となっていた。

その内訳としては、2 年が最も多く (40％)、次

いで 3 年 (30％)、4 年 (15％)の順となってい

る。回答者の職種については、里等相談支援員

が最多(25％)であり、次いで里親等委託調整員

(15％)、統括責任者(10％)の順となっている。 
 回答したフォスタリング機関のほぼすべて

において、里親家庭や委託されている子どもへ

の相談支援等が実施されているが (有効パー

セント 100％)、受託事業としては、①普及促

進・リクルート事業、②里親研修・トレーニン

グ事業、③里親委託推進等事業、④里親訪問等

支援事業の 4 事業が中心となっている（表 2-
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1）。また、これら 4 事業の実施年数は、2 年と

いう回答が最多となっている-1（表 2-2）。 
 里親、ファミリーホームに委託された子ども

達のうち、養育不調となったケース(2020 年 4
月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの間)につい

ては、18 機関から回答を得た。そのうち、養

育不調ケースがあったと回答したフォスタリ

ング機関が 11 あり、約 6 割のフォスタリング

機関で不調ケースがあることがわかった。ケー

ス数としては、0 ケースが最も多く（7 機関）、

次いで 1 ケース(6 機関)、3 ケース(2 機関)とな

っているが、26 ケースの養育不調ケースを経

験したフォスタリング機関もあることがわか

った（図 2）。 
 
Ⅾ．考察 

ほぼすべての民間フォスタリング機関にお

いて、里親家庭や委託されている子どもへの相

談支援等を実施していることが明らかとなっ

た。受託年数・回答者の現フォスタリング機関

での勤務年数・事業の実施年数のいずれも「2
年」という回答が最多であり、今回の調査で回

答が得られた民間フォスタリング機関の多く

は、比較的最近フォスタリング機関として事業

を受託している機関が多いといえる。全国的な

フォスタリング機関数の状況をみると、2021
年は 308 か所（自治体 159 か所、民間フォス

タリング機関 149 か所）、2022 年は 327 か所

（自治体 159 か所、民間フォスタリング機関

168 か所）であり、民間フォスタリング機関は

増加傾向にある。民間フォスタリング機関が受

託する事業の数も増加していく可能性があろ

う。 
これまで里親支援機関として機能していた

機関がフォスタリング機関となっている場合

もあるため、一概に受託年数のみで判断するこ

とは難しいが、民間フォスタリング機関が増加

している状況からみると、フォスタリングに関

する経験年数の浅い職員が多い状況になって

いるのではないだろうか。この点については、

自治体のフォスタリング機関とも比較検討す

る必要があろう。 
また、ヒアリング調査の際には、当該機関が

フォスタリグ業務を受託するまでの背景や、職

員がフォスタリング機関に所属するまでの背

景等についても聞き取りを行うことを検討す

る必要があろう。 
さらに、今後分析を進めていくこととなるが、

多くのフォスタリング機関が少なくとも１ケ

ース以上の養育不調ケースを経験しているこ

とから、養育不調が起きた状況の分析を通して、

必要な支援について課題を整理していくこと

が重要であろう。 
今回の調査は、回収率が非常に低い結果とな

った。その原因については、自治体経由で調査

票を配布した結果、自治体の裁量で調査票がフ

ォスタリング機関に送付されていない機関が

相当数あることが判明している。 
特に、自治体のフォスタリング機関について

は、児童相談所を対象とした調査票との重複に

より、回答を得られなかった可能性が高い。 
 

Ｅ．結論 

今回の調査においては、回収率が非常に低い

ことから各フォスタリング機関の事業受託状

況や子どもを委託している状況等の全体を把

握することが困難であった。 
今回の分析したフェイスシート部分からは、

民間フォスタリング機関での事業の受託状況

等を概観することができるが、回収数の少なさ

から一般化して言及することはできない。しか

しながら、現在分析中の A 票においては、養

育不調となったケースがあるという回答をし

たフォスタリング機関も見受けられることか
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ら、ヒアリング調査を実施することで個別具体

的な状況を把握する必要があるといえる。 
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表 1 フォスタリング機関の事業受託年数  

 

図 1 フォスタリング機関の事業受託年数のグラフ 

 

図 2 フォスタリング機関における不調ケース数 

 

受託年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ７年 ８年 16年
機関数 1 6 2 3 4 1 2 1
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表2-1　各フォスタリング機関での実施事業別集計および年数(有効回答件数19）

フォスタリング
機関NO.

普及促進・リ

クルート事業

里親研修・ト

レーニング事

業

里親委託推

進等事業

里親訪問等

支援事業

里親等委託

児童自立支

援事業

共働き家庭

里親委託促

進事業

障害児里親

等委託促進

モデル事業

里親等委託

推進提案型

事業

1 〇 〇 〇 〇 × × × ×

2 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×

3 〇 〇 〇 〇 × × × ×

4 〇 〇 × 〇 × × × ×

5 〇 〇 〇 〇 × × × ×

6 〇 〇 〇 〇 × × 〇 ×

7 〇 〇 〇 〇 × × × ×

8 〇 〇 〇 〇 × × × ×

9 〇 〇 〇 〇 × × × ×

10 〇 〇 〇 〇 × × × ×

11 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×

12 〇 〇 × 〇 × × × ×

13 〇 〇 〇 〇 × × × ×

14 × × × × × × × ×

15 〇 〇 〇 〇 × × × ×

16 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×

17 〇 〇 × 〇 × × × ×

18 〇 × 〇 〇 × × × ×

19 〇 〇 〇 〇 × × × ×

20 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×

実施機関数 19 18 16 19 4 0 1 0

No.14は欠損

表2-2　各事業の実施年数

実施年数 1年 2年 3年 4年 5年 7年 8年 16年 実施年数 1年 2年 3年 4年 5年 7年 8年 16年

機関数 1 5 2 3 4 1 2 1 機関数 1 6 4 2 2 2 1 1

実施年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年 8年 16年 実施年数 1年 2年

機関数 2 5 4 1 3 1 1 1 機関数 1 3

実施年数 1年 2年 3年 4年 5年 8年 実施年数 2年

機関数 1 5 4 2 2 2 機関数 1

普及促進・リクルート事業

里親研修・トレーニング事業

里親訪問等支援事業

里親委託推進等事業

里親等委託児童自立支援事業

障害児里親等委託促進モデル事業


